
愛 媛 県 報

３４

告 示

�愛媛県告示第９４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり松山衛生事務組合を組織する地方公共団体の数の

増減及び同組合の規約の変更を許可した。

令和４年２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 増減等の内容

� 増減内容

令和４年４月１日から、上浮穴郡�万高原町を松山衛生事務
組合に加入させる。

� 規約の変更事項

上記の増減内容及び負担金の負担割合見直しに伴う規定の変

更のほか、所要の改正

２ 増減等の年月日

� 増減年月日

令和４年４月１日

� 規約の変更年月日

令和４年４月１日

３ 増減等の許可年月日

令和４年１月２６日

�������
�愛媛県告示第９５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合の規約の変更

を許可した。

令和４年２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更事項

八幡浜・大洲地区ふるさと市町村圏基金廃止に伴う所要の変更

２ 規約変更年月日

令和４年４月１日

３ 規約変更許可年月日

令和４年１月２６日

�������
�愛媛県告示第９６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和４年２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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○ 介護機関（介護予防事業者）の指定…………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……３５

○ 指定医療機関（指定訪問看護事業者等）の廃止の届出……………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……３６

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の廃止の届出……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……３６

○ 指定介護機関（居宅介護支援事業者）の廃止の届出………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……３６

○ 指定介護機関（介護予防事業者）の廃止の届出……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……３６

○ 農用地利用配分計画の認可…………………………………………………………………………………………………………（農政課農地・担い手対策室）……３７

○ 解除予定保安林…………………………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）……３７

○ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定……………………………………………………………………………………………………（砂防課）……３７

○ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定の解除……………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……３７

○ 道路の供用開始（県道砥部伊予松山線）……………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）……３７

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）……３８

○ 土地改良区役員の就退任の届出…………………………………………………………………………………………………………（南予地方局農村整備課）……３８

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

医療法人徳洲会 宇和島徳
洲会病院

宇和島市住吉町二丁目６
番２４号 令和３年１０月１日

げんき近見歯科診療所 今治市鐘場町一丁目２番
地９ 令和３年１２月１日

げんき伯方歯科診療所 今治市伯方町叶浦甲１６６６
番地４ 令和３年１２月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２７９号 令和４年２月４日

令和４年２月４日金曜日 第２７９号
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�愛媛県告示第９７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和４年２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第９８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において

準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関を次のように

廃止した旨の届出があった。

令和４年２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

令和４年２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１００号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

令和４年２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

令和４年２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

令和４年２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

医療法人沖縄徳洲会宇和島
徳洲会病院

宇和島市住吉町二丁目６
番２４号 令和３年１０月１日

ＪＡおちいまばり歯科診療
所

今治市鐘場町一丁目２番
地９ 令和３年１１月３０日

ＪＡおちいまばり伯方歯科
診療所

今治市伯方町叶浦甲１６６６
番地４ 令和３年１１月３０日

サ ン 薬 局 今治市常盤町八丁目３－
６ 令和３年１２月２０日

介護機関の名称 介護機関の所在地 廃止年月日

医療法人沖縄徳洲会宇和島
徳洲会病院

宇和島市住吉町二丁目６
番２４号 令和３年１０月１日

兵 頭 内 科 医 院 宇和島市和霊元町一丁目
６－２４ 令和３年１２月３１日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人徳洲会 大阪府大阪市北区梅田一丁目
３番１－１２００号

宇和島徳洲会訪問看護ステー
ション

宇和島市住吉町二丁目６番２４
号 令和３年１０月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人徳洲会 大阪府大阪市北区梅田一丁目
３番１－１２００号

医療法人徳洲会 宇和島徳洲
会病院

宇和島市住吉町二丁目６番２４
号 令和３年１０月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人徳洲会 大阪府大阪市北区梅田一丁目
３番１－１２００号

医療法人徳洲会 ケアプラン
センターパール

宇和島市住吉町二丁目６番２４
号 令和３年１０月１日
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�愛媛県告示第１０３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、指定医療機関（指定訪問看護事業者等）から指定訪問看護事業等を次の

ように廃止した旨の届出があった。

令和４年２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和４年２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護支援事

業者）から居宅介護支援事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和４年２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から介護予防事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和４年２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人徳洲会 大阪府大阪市北区梅田一丁目
３番１－１２００号

医療法人徳洲会 宇和島徳洲
会病院

宇和島市住吉町二丁目６番２４
号 令和３年１０月１日

医 療 機 関 （ 指 定 訪 問
看 護 事 業 者 等 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る指定訪問看護事業等を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人沖縄徳洲会 沖縄県尻島郡八重瀬町字外間
８０番地

宇和島徳州会訪問看護ステー
ション

宇和島市住吉町二丁目６番２４
号 令和３年１０月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人沖縄徳洲会 沖縄県尻島郡八重瀬町字外間
８０番地

医療法人沖縄徳洲会宇和島徳
洲会病院

宇和島市住吉町二丁目６番２４
号 令和３年１０月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人沖縄徳洲会 沖縄県尻島郡八重瀬町字外間
８０番地 ケアプランセンターパール 宇和島市住吉町二丁目６番２４

号 令和３年１０月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人沖縄徳洲会 沖縄県尻島郡八重瀬町字外間
８０番地

医療法人沖縄徳洲会宇和島徳
洲会病院

宇和島市住吉町二丁目６番２４
号 令和３年１０月１日
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�愛媛県告示第１０７号
令和４年１月２４日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

令和４年２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

株式会社
ＯＣファーム暖
々の里

愛媛県松山市 愛媛県松山市下難波
乙９番２０ほか７筆 ６，７２６

坂 本 敏 規 愛媛県松山市 愛媛県松山市下難波
乙１１４番２７ ２，５４９

２ 認可年月日

令和４年１月２７日

�������
�愛媛県告示第１０８号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和４年２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡愛南町御荘和口８４７の２（次の図に示す部分に限る。）、

８７６の２

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第１０９号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

令和４年２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

中予地方局建設部及び松山市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１０号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第８項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の

指定を解除する。

令和４年２月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

中予地方局建設部及び松山市に備えて一般の縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年２月４日

平和通
Ｂ
２０１－
Ⅰ－６８
６�

松山市
平和通
３丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

平和通
Ｂ
２０１－
Ⅰ－６８
６�

松山市
平和通
３丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

丸の内
２０１－
Ⅰ－６８
８�

松山市
丸之内
、緑町
、西一
万町、
大街道
３丁目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

丸の内
２０１－
Ⅰ－６８
８�

松山市
丸之内
、緑町
、西一
万町、
大街道
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愛 媛 県 報令和４年２月４日 第２７９号
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�愛媛県告示第１１３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

八幡浜市土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があっ

た。

令和４年２月４日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

就 任

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１１２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和４年２月４日

愛媛県中予地方局長 � 橋 敏 彦

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 砥部伊予松山線
松山市余戸西一丁目１９４３番２から

同市余戸西一丁目４０９３番まで
令和４年２月４日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

３中局建（開）第３３号

令和４年１月２７日
伊予市上野字本村１６９７番１

松山市立花一丁目７番１号
ハイツ立花５０１号
本 田 清 志 郎
本 田 友 里 恵

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 野 由貴夫 八幡浜市日土町８番耕地１９８０番地

〃 萩 森 良 房 八幡浜市日土町５番耕地２４７８番地

〃 上 田 浩 志 八幡浜市向灘８３２番地２

〃 � 田 善 純 八幡浜市向灘１９３８番地

〃 攝 津 稔 八幡浜市国木４１２番地

〃 水 沼 茂 樹 八幡浜市栗野浦２２６番地４

〃 井 上 佐喜男 八幡浜市穴井１番耕地３５番地

〃 大 下 雅 男 八幡浜市真網代丙６４８番地

〃 菊 池 滋 人 八幡浜市郷４番耕地３５８番地８

〃 木 下 金 則 八幡浜市川上町川名津甲３２４番地１１

〃 二 宮 佳 郁 八幡浜市川上町川名津甲３２８番地７

〃 水 本 覚 八幡浜市合田１２８１番地

〃 西 川 正 則 八幡浜市横平乙１２６番地３

〃 浅 野 隆 徳 八幡浜市保内町喜木１番耕地８１６番地

〃 毛 利 光 秀 八幡浜市保内町須川７１８番地

〃 稲 垣 憲 定 八幡浜市保内町川之石１１番耕地３３４番
地２

〃 大 上 昭 八幡浜市保内町宮内５番耕地２２１番地
３

〃 清 水 稔 八幡浜市保内町宮内６番耕地３７３番地
１

〃 柴 田 紳一郎 八幡浜市保内町広早４７４番地１

〃 垣 内 千代紀 八幡浜市穴井３番耕地４１０番地１

監 事 萩 森 定 男 八幡浜市大平１番耕地６８８番地

〃 佐々木 広 光 八幡浜市川上町上泊甲８１２番地１

〃 村 上 彰 八幡浜市保内町宮内３番耕地７４９番地

〃 高 島 浩 八幡浜市保内町宮内４番耕地８７番地５

令和４年２月４日 発行


